
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 市民生活課 ＴＥＬ ３５４－８１４６ 

 

 

主催：羽津地区連合自主防災会

主催:  防災女性部 防災・減災講座 
最近は色々な災害が頻発しています。今一度自分の身や大切な人を守るために何をすればよいか考えてみませんか？ 

◆非常食（缶入りパン・甘酒・アルファ米）の試食もあります。 

３月１日（日）９：３０～ 
羽津地区市民センター ２階ホール 

【問い合わせ先】羽津地区市民センター地域ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ＴＥＬ ３３１－４４６５ 

防災女性部副部長 内田 尚子   ＴＥＬ ０９０－７９５４－８１１６ 

※駐車場が限られております。お越しの際は、なるべく徒歩か自転車でお願いします。 

第一部  講演会「災害を想定し、その時どうすればよいか」 

講 師：鬼頭 浩文氏（四日市大学教授）ほか 

第二部  ワークショップ 

回 

覧 

              

 

              納期限は３月２日(月)です 
固定資産税・都市計画税 

（第４期） 

お 知 ら せ 
令和 ２年 ２月 ５日（№２１） 

羽津地区市民センタ－ 
   ＴＥＬ３３１－４４６５ 
羽津地区連合自治会 
羽津地区まちづくり推進協議会 
   ＴＥＬ３３１－５３３３（事務局） 
ホームページ 
    ｈｔｔｐ：//ｈａｚｕ．ｏｒｇ/   

市県民税、所得税の申告が始まります  

四日市港霞ケ浦地区コンビナートにおいて一斉定期修理が行われます 

霞ケ浦地区コンビナートが、一斉定期修理を行います。ピーク時（３月９日～４月１０日）

には、周辺の国道２３号線や１号線などで交通渋滞の発生が予想されます。交通渋滞緩和策と

して、工事開始時間の変更、時差出勤等を実施します。 

皆さま方にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い致します。 

【定期修理期間】２月１８日（火）～４月２５日（土） ６８日間 

【問い合わせ先】東ソー株式会社 四日市事業所 総務課 ＴＥＬ ３６４－１１１１ 

【申込み・問い合わせ先】羽津地区まちづくり推進協議会事務局（平日１０：００～１６：００） 

TEL・FAX ３３１－５３３３   

 

 

キッズ料 理 教 室  『 羽 津 おうちごはん 』  児童福祉部会 

３月１４日（土）１０：００～１３：００ 

羽津地区市民センター ３階調理室 
対  象：羽津地区在住の小学生 

定  員：２０名 

参 加 費：５００円 

持 ち 物：エプロン、三角巾またはバンダナ（頭を覆うもの）、ふきん２枚、ハンカチまたはタオル 

申 込 み：３月２日（月）１０：００より受付開始（先着順） 

       申込書（羽津地区まちづくり推進協議会事務局にあります）に、必要事項を記入の上、

直接事務局へお申込みください。（TEL・FAX・メールでの申込みは不可） 

【メニュー】 
ひな寿司 

 

 

 

 

参加資格 ：羽津地区在住で健康に自信のある方。初心者歓迎。（用具のない方は本部で用意していま

す。） 

参 加 費：無料 

申 込 み：２月１４日（金）までに、所定の用紙に住所氏名を記入し下記窓口で直接受付 

（申込用紙はセンター２階階段前にあります。） 

  【問い合わせ先】羽津地区まちづくり推進協議会事務局（平日１０：００～１６：００） 

TEL・FAX ３３１－５３３３ 

３月１日（日）９：００～（受付８：３０～）  

羽津北小学校 運動場 【雨天の場合は３月８日（日）】 

主催：まちづくり推進協議会 

健康推進部会 

 

健康づくり グラウンドゴルフ大会 

四日市市自治会加入の促進と 

自治会活動推進のための条例 

が制定されました！ 

詳しくは裏面をご覧ください。 

さろん de 志氐我野からのご案内 

申込み不要・参加費無料 

（どなたでも参加できます） 

市県民税の申告書(オレンジ色の封筒の人)は市役所または地区市民センターなどへ 
 

会   場 期   日 時   間 

羽津地区市民センター ２階ホール ２月２６日（水）・２７日（木） ９：００～１４：３０ 

※駐車場が限られております。お越しの際は、なるべく徒歩か自転車でお願いします。 

【問い合わせ先】  ◆市県民税について          ◆所得税の確定申告について 

            市民税課               四日市税務署 

            ＴＥＬ ３５４－８１３２       ＴＥＬ ３５２－３１４１ 

高齢者食堂『さんきゅう食堂』 
      ３月 ６日（金）１２：００～１３：００【申込み２月１７日（月）～２８日（金）】 

※３月２０日（祝・金）は祝日のためお休みです。 

会  場：さろんｄｅ志氐我野 

対  象：７０歳以上はどなたでも、７０歳未満は介護認定（要支援１・２）の方 

昼 食 代：３９０円（開催日当日徴収します） 

定  員：３０名（先着順。定員になり次第締め切ります） 

申 込 み：申込み期間に、下記窓口で直接受付（電話などでの受付はいたしません） 

    【問い合わせ先】羽津地区まちづくり推進協議会事務局（平日１０：００～１６：００） 

TEL・FAX ３３１－５３３３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制定の目的 

高齢社会への対応、子どもの見守り、自

然災害への防災等、多様化する地域課題

を解決するため、地域コミュニティの活

性化が求められています。 

地域社会における安全・安心ネットワ

ークとして重要な役割を担っていただ

く自治会への加入を促進し、自治会の求

心力の強化を図ることにより、地域コミ

ュニティの活性化に繋げていきます。 

地域住民の役割（第４条） 

・地域の一員であることを認識し、自治会への加

入及びその活動への積極的かつ主体的な参加

に努めること。 

自治会の役割（第５条） 

・地域の中心的な担い手として、積極的かつ主体

的な活動に努めること。 

・適正な内部統制を行い、規約、予算、決算その

他の自治会運営に関する情報を定期的に公開

すること。 など 

事業者の役割（第６条、第７条） 

・従業員がその居住する地域の自治会活動に

参加することへの配慮に努めること。 

・住宅関連事業者は、住宅の建築等にあたり、

当該住宅の居住予定者に対し、当該住宅が所

在する地域の自治会に関する情報の提供に

努めること。 など 

市の責務（第８条） 

・自治会との協働に努めること。 

・関係部署で連携し、自治会の負担軽減に配慮 

すること。 

・必要な財政的支援に努めること。 

・積極的な広報及び啓発に努めること。 

                 など 

・社会情勢の変化や自然災害等に対する安全・安心ネットワークの構築 

・自治会の求心力の強化による地域コミュニティの活性化 

四日市市自治会加入の促進と自治会活動推進のための条例 

 

私たちのまち四日市市では、地区市民センターを核とし、市民に最も身近なコミュニティとして地域の生活を支える自治会が

中心となって、住民相互の支え合いにより、地域福祉や防犯・防災等の取組を行ってきました。 

しかしながら、核家族化や高齢化が進み、地域活動への参加意識や重要性の認識等が希薄化しており、地域コミュニティを維

持・向上させていくことが大きな課題となっています。 

また、避難行動要支援者や地域包括ケアシステムなど高齢社会への対応、子どもの見守り、多発する自然災害への防災等、多

様化する地域課題を解決するために、地域コミュニティの活性化が求められており、自治会が果たす役割は、益々重要なものと

なります。 

そこで、地域社会における安全・安心ネットワークとして重要な役割を担っていただく自治会への加入を促し、自治会の求心

力の強化を図ることにより、地域コミュニティの活性化を図ることを目的として、ここに「四日市市自治会加入の促進と自治会

活動推進のための条例」を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、自治会の活性化を推進するために、地域住民の自治会への加入及び参加に関し、基本理念並びに地域住民、

自治会及び事業者の役割並びに市の責務を明らかにするとともに、地域住民の自治会への加入及び参加を促進し、自治会活動

の推進を図るために必要な事項を定め、もって誰もが安全・安心で快適に暮らすことができる地域社会の実現に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 自治会 地縁に基づき形成された自治組織をいう。 

(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人をいう。 

(3) 住宅関連事業者 市内における住宅の建築、販売、賃貸又は管理（以下「住宅の建築等」という。） を業として行う者（ こ

れらの者を代理し、又は媒介する者を含む。） をいう。 

（基本理念） 

第３条 自治会への加入及び参加の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。 

(1) 地域において、誰もが安全・安心で快適に暮らすために、自治会が中心的な役割を担っていること。 

(2) 地域住民の多様な価値観が尊重され、その自主的かつ自発的な取組が重要であること。 

(3) 自治会の自立性や個性を損なわない配慮が必要であること。 

(4) 地域住民、自治会、事業者及び市の相互理解と協働により行われること。 

（地域住民の役割） 

第４条 地域住民は、地域の一員であることを認識し、地域において安全・安心で快適に暮らすために、自治会が中心的な役割を

担っていることを理解し、自治会への加入及びその活動への積極的かつ主体的な参加に努めなければならない。 

（自治会の役割） 

第５条 自治会は、地域の中心的な担い手として、積極的かつ主体的な活動に努めなければならない。 

２ 自治会は、地域住民の自発的な自治会への加入並びに主体的な参加及び交流を促進するとともに、自治会の活動に関する情報

を積極的に地域住民に提供するよう努めなければならない。 

３ 自治会は、地域住民の自治会への加入並びに参加及び交流は個人の自由な意思に基づくものであることを理解し、これを強制

してはならない。 

４ 自治会は、内部統制を適正に行うとともに、自治会員（地域住民のうち、自治会に加入している者をいう。） に対し、規約、

予算、決算その他の自治会運営に関する情報を定期的に公開しなければならない。 

５ 自治会は、地域住民が参加しやすい開かれた組織づくりに努めるとともに、地域を担う人材の育成に努めなければならない。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、自治会の重要性を理解し、その事務所又は事業所が所在する地域の自治会の活動に積極的に参加し、及び協力

することにより、自治会活動の推進に努めなければならない。 

２ 事業者は、従業員がその居住する地域の自治会活動に参加することに配慮するよう努めなければならない。 

（ 住宅関連事業者の役割） 

第７条 住宅関連事業者は、自治会への加入及び参加の促進に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。 

２ 住宅関連事業者は、住宅の建築等に当たっては、当該住宅に入居しようとする者に対して、当該住宅が所在する地域の自治会

に関する情報を提供するよう努めなければならない。 

（市の責務等） 

第８条 市は、自治会の重要性を理解するとともに、その職務の遂行に当たっては、自治会との協働に努めるものとする。 

２ 市は、各種事業の実施に当たっては、関係部署の連携に努め、自治会の負担軽減に配慮するものとする。 

３ 市は、自治会への加入及び参加の促進に係る活動その他自治会の組織及び活動の維持を支援するため、必要な財政的援助を行

うよう努めるものとする。 

４ 市は、地域住民の自治会への加入及び参加の促進に関する相談、情報の提供、助言等必要な措置を講じるよう努めるとともに、

自治会への加入及び参加の促進への理解を深めるために、積極的な広報及び啓発に努めるものとする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。     

 

 

条例の概要（イメージ図） 

期待される 

効果 

令和２年４月１日施行 
「四日市市自治会加入の促進と自治会活

動推進のための条例」が令和元年 11月定例

月議会で可決され、令和２年４月１日から

施行します。この条例は、自治会の活性化を

推進するために、地域住民の自治会への加

入及び参加に関し、地域住民、自治会及び事

業者の役割並びに市の責務を定めたもので

す。 
 

自治会に加入しましょう！ 
自治会は強制加入団体ではありません

が、市民の皆さんに自治会活動の意義を認

識していただき、積極的に地域と関わるき

っかけにして欲しいと思います。 

 

【問合わせ先】 市民生活課 ＴＥＬ３５４－８１４６ 

制定の目的 

高齢社会への対応、子どもの見守り、自然

災害への防災等、多様化する地域課題を

解決するため、地域コミュニティの活性

化が求められています。 

地域社会における安全・安心ネットワ

ークとして重要な役割を担っていただく

自治会への加入を促進し、自治会の求心

力の強化を図ることにより、地域コミュ

ニティの活性化に繋げていきます。 


